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第３章 基本目標と重点施策（５つの基本目標と２１の重点施策）・事業 

１ 基本目標 １  確かな学力と自立する力の育成 

  重点施策１  確かな学力の育成 

  現状と課題 

 

  グローバル化が進展する中，人口が減少し，経済規模の縮小も懸念されます。 

このような変化の激しい社会を子供たち一人一人が社会的に自立し，主体的・ 

創造的に生き抜いていくためには，基礎的・基本的な知識や技能を確実に習得す 

る必要があります。それとともに，学んだ知識や技能を様々な領域で活用して課 

題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力と主体的に取り組む態度を身 

に付けなければなりません。 

  本町の小・中学生の学力は，平成２６年度及び２７年度全国学力・学習状況調 

査結果によると，小学校は全国平均とほぼ同じレベルですが，中学校は，２６年 

度は高く，２７年度はやや低い傾向にあります。知識や技能の定着に課題のある 

内容が一部見られるほか，学んだ知識や技能を活用する力の育成に一層取り組む 

必要があります。 

  そのためには，教員が授業改善をはじめとする学力向上に向けた取組を一層進 

めていくことが重要です。児童生徒の学力向上に向けての意識改革（真摯に取り 

組む姿勢と態度）が喫緊に求められています。そして，これまで以上に，園，小 

・中学校，家庭，地域が連携し，園児・児童生徒一人一人の成長に着目し，「人間 

力」を育むことが求められます。 

  

  基本目標  

施策指標 
指標の定義 

・選定理由 
目標値の根拠 

現状値 

(平成２７年度） 

目標値 

(平成３１年度) 

 全国学力・ 

学習状況調

査において

小学校６年

生及び中学

校３年生共

に，全国平均

正答率（公

立）を上回る

正答率とな

った調査種

別の数 

全国学力・学習状況調査

において公立の千葉県平

均を一定ポイント超えた

国語Ａ，国語 B 算数Ａ，

算数Ｂ，理科の調査種別の

数。 

 千葉県平均正答率との

比較において本町の学力

を測るため，この指標を選

定した。 

 

 本町の平成２７

年度の正答率は，小

学校６年生及び中

学校３年生で，全国

平均を上回る状況

ではない。学力向上

へ向けた取組を推

進することで，すべ

ての調査種別で上

回ることを目標と

した。 

 

 

小学校６年生 

５種別中１ 

 

 

中学校３年生 

５種別中０ 

 

小学校６年生 

すべての 

調査種別の数 

 

中学校３年生 

すべての 

調査種別の数 
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「読む・書

く」「計算」

における基

礎学力の定

着度 

全ての学年を対象に実

施する千葉県標準学力検

査の平均正答率。 

基礎学力の定着を示す

数値であることから，この

指標を選定した。 

 全ての子供たち

が「読む・書く」「計

算」に係わる基礎

的・基本的内容を身

につけていること

を小学校再編まで

の期間に，この目標

値を設定した。 

小学校３年生 

 ７９％ 

 

小学校６年生 

 ７６％ 

 

中学校３年生 

 ５７％ 

小学校３年生 

 ８５％ 

 

小学校６年生 

 ８５％ 

 

中学校３年生 

 ８０％ 

将 来 の 夢

や目標を持

っていると

回答した児

童生徒の割

合 

 

全国学力・学習状況調査

において「将来の夢や目標

を持っている」という質問

に「当てはまる」「どちら

かといえば当てはまる」と

回答した児童生徒の割合。 

一人一人に「確かな学

力」を身に付けさせること

が，将来の夢や目標を描け

る児童生徒が増えること

につながることから，この

指標を設定した。 

一人一人を「確か

な学力」を身に付け

させることにより，

全国トップレベル

の水準になること

を目指して，この目

標値とした。 

小学校６年生 

 ８６．８％ 

 

中学校３年生 

 ７５．０％ 

小学校６年生 

 ９０．０％ 

 

中学校３年生 

 ８５．０％ 

 

  施策の方向性 

 ◇ 小・中学校において「千葉県標準学力検査」および、「全国学力学習調査」の結果を

考察し，児童生徒一人一人の学力向上の具体的手立てと、学校の課題解決に向けた

取組を支援します。 

 ◇ 児童生徒に「読む・書く」「計算」「言語活動」の基礎的・基本的な内容を確実に身

に付けさせます。 

 ◇ 新学習指導要領に基づき先行実施する教育課程の着実な実施とともに，児童生徒に

目指す資質や能力を育むために、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の視

点で授業改善を図り，児童生徒に思考力・判断力・表現力を含めた確かな学力を身

に付けさせます。（平成３０・３１年度重要施策） 

 ◇ 児童生徒一人一人に応じたきめ細かな指導を実践します。 

 ◇ こども園教育・保育，小学校教育，中学校教育の連続性や一貫性を確保し，異校種

間の円滑な移行・接続を図ります。 

  



 

 

 

 睦沢町教育振興基本計画 

11 |  

  主な取組 

 ◇ 小・中学校において実施する「千葉県標準学力検査」（全学年）及び「全国学力学習

状況調査」（小６・中３）の結果を分析し，児童生徒の基礎的・基本的な知識や技能，

思考力・判断力・表現力などの力や学習意欲・態度を把握し，児童生徒一人一人の

学力・学習意欲を確実に伸ばす学習指導を進めます。 

具体的には，繰り返し学習や家庭学習を推奨し，学習の日常化を図るための具体的

手立てを示し，実践させることにより基礎的・基本的な知識や技能等を取得させま

す。また，問題解決型の授業を展開することなどにより，子供たちが主体的に学び，

意欲的に取り組む姿を目指していきます。 

 ◇ 大学や研究機関，企業と連携して，児童生徒のコミュニケーション能力や課題解決

能力，情報処理能力など，２１世紀の知識基盤社会を生き抜くための基礎となる力

を育成します。 

 ◇ 特別支援教育においては，障がいの状況や発達段階に応じて，個別の指導計画や個

別の教育支援計画を作成し，児童生徒の成長を本人，保護者，学校，関係機関が共

有しながら，一人一人の成長を支え伸ばす教育を実践します。（重点施策４との関連） 

 ◇ 新学習指導要領に基づく教育課程を着実に先行実施し，児童生徒の学習意欲を高め，

確かな学力を身に付けさせるために，教職員の研修会や指導資料などを充実させ，

言語に関する能力の育成をはじめとする指導内容・指導方法を工夫・改善します。（平

成３０年度以降重要施策） 

 ◇ 児童生徒に対してきめ細かな指導を実現するため，少人数指導や習熟度別指導・補

充的指導など「個に応じた指導」を進める環境を整え，きめ細かな指導の充実に向

け，町採用の「学習支援員」の継続配置ができるよう予算化に取り組みます。 

   特に、少人数指導等は、低学年での指導に重点に置き、学力の定着をはかります。 

   （平成３０年度以降重要施策） 

 ◇ 放課後授業及び土曜日の学習環境づくりに取り組みます。（生涯学習班） 

 ◇ 園，小・中学校の連携により，子供の連続した成長に合わせ，「小１プロブレム」や

「中１ギャップ」更には，不登校や特別に支援を必要とする児童生徒の課題につい

て，共通の指導イメージを持ち，円滑な移行・接続が図れるよう，接続期のカリキ

ュラムを検討しそれに基づいた実践をすすめます。（平成３０年度重要施策） 

 ◇ 「基本的生活習慣の定着が学力向上につながっている」という結果を踏まえ，園，
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小中学校・家庭・地域が連携し『あいさつ・そうじ・時間を守る・身だしなみを整

える』の励行及び「運動・食事・休養」に関する基本的な生活習慣や体力を向上さ

せる取組を推進します。家庭では，「早寝・早起き・朝ご飯」の習慣化に努めます。 

    また、小学校において学びのきまりである「睦沢スタンダード」を定着させ、主

体的・対話的な学びの習慣化をはかります。 

◇ 子供の主体的・対話的な学びを推進する環境として、睦沢版アクティブラーニング

スペース「多目的室」を設置し，活動に応じて自由にレイアウトすることで、知的

創造の場を醸成し、学習意欲を育みます。 

◇ 土曜授業の一貫として、様々な分野の専門家を招いて，中学生対象の才能開発教育

「睦沢教室」に取り組みます。 

  ＊「才能開発教育・睦沢教室」とは高度な学びに刺激を受けて、多くの子供が自己

の才能に気づくことを期待するものである。ＭＩ理論に基づいた８つの知能の分

野で専門家を招き、体験学習を行うものである。ＭＩ理論とは、ハーバード大学

のハワート・ガードナー教授が提唱した「多重知能理論」のこと。 

 

 

重点施策２  伝統と文化を尊重し，グローバル化に対応する教育の推進 

  現状と課題 

 

    これからの社会を主体的に生きる人間を育成するためには，伝統と文化を尊 

重し，我が国と郷土を愛する態度や，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に 

寄与する態度を養う教育が求められています。グローバル化の進展に伴い一方， 

世界で活躍できる人材の育成が重要になってきています。同時に，国内においても

進んでいるグローバル化に対応していく力を，本町の子供たちに育む必要がありま

す。 

    本町では，外国語を含めたコミュニケーション能力を高め，国際的な視野や多様

な価値観を受容できる力を育むために，平成８年度より園，小学校・中学校へＡＬ

Ｔを派遣する事業を行っています。事業内容を見直しＡＬＴと園児・児童・生徒と

の関わりを重視した事業を推進します。また，平成３年度より実施している中学生

を対象とした海外交流事業(海外研修及びシンガポール中学生の招へい)を継続して

行い，受入体制を充実させ，一層の教育的効果が得られるよう努めます。 
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  基本目標 

施策指標 
指標の定義 

・選定理由 
目標値の根拠 

現状値 

(平成２７年度） 

目標値 

(平成３１年度) 

地域の歴

史や自然に

ついて関心

があると回

答した児童

生徒の割合 

 町の児童生徒学習状況調

査（意識調査・３年に一度

実施）において，千葉県や

睦沢町の歴史や自然につい

て「関心がある」と回答し

た児童生徒の割合。 

 伝統と文化を尊重し，郷

土を知ることが原点である

ことから，この指標を選定

した。 

 郷土教育，伝統

と文化に関する教

育を一層推進する

ことにより目標値

を設定した。 

 

 

小学校６年生 

 ６４．２％ 

 

中学校３年生 

 ３０．８％ 

 

小学校６年生 

 ８０．０％ 

 

中学校３年生 

 ８０．０％ 

 

中学生の

「英語検定」

合格者の割

合 

 

 実績のある（公財）日本

英語検定協会主催の「英語

検定」の合格割合。 

英語力の強化を目指すと

ともに，その結果の把握・

分析により指導の改善に生

かすため，この指標を選定

した。 

文部科学省で

は，中学校卒業程

度の英語学習レベ

ルを英検３級程度

としている。 

英検３級の合格

率は，全国平均レ

ベルを目標値とし

た。 

 

 

１２％ 

 

 

 ５０％以上 

 

  施策の方向性 

 ◇ 伝統と文化を尊重し，我が国と郷土睦沢を愛する態度を養います。とりわけ，「地域

教材」に視点をあてた教育に取り組みます。（平成３０年度以降 重要施策） 

 ◇ グローバル化の進展に対応する力を育む教育を推進するとともに，園，小・中学校

における外国語教育を充実します。（平成３０年度以降 重要施策） 

 ◇ 帰国・外国人児童生徒等への日本語指導など必要に応じて支援を行います。 

  主な取組 

 ◇ 我が国の伝統と文化，歴史や地理に対する理解を深め，我が国・町に対する誇りを

育む教育を推進します。地元 地域の資源を活用するなど，郷土に誇りが持てるよ

うに郷土の偉人や歴史・風土などに関する教育を充実します。 

 ◇ 本町の主産業である「米作り」，町内に現存し、引き継がれている「伝統的郷土芸能」 

   や，「鮭の稚魚の放流」活動などを行っている町内に住む人々の営みや思い・願いを，

地域の自然や人との連携の中から学び，「郷土愛」や「地域の人とのつながり」「自

然環境保護」などについて学ぶ「睦沢ふるさと学習」に取り組みます。（３０年度以
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降重点取り組み） 

 ◇ 中学校生徒とシンガポール国ビーティーセカンダリースクールの生徒との交流事業

を継続します。 

 ◇ ホストファミリー登録制度（＊３）を設け，児童生徒の家庭が，より多く異文化交流

を経験する環境づくりを推進します。 

 ◇ 園，小・中学校にＡＬＴを継続配置し，低年齢からの外国語に親しむ園児・児童生

徒の育成を図ります。 

 ◇ 小学校１学年より外国語活動（英語）を授業に取り入れます。 

    また，中学生が卒業時までに中学校卒業程度の英語力を５０％以上取得すること

を目指し３０年度からは，検定料の一部補助する範囲を小学校５年生まで拡大しま

す。 

 ◇ 帰国・外国人児童生徒が転・編入学してきた場合，日本語指導や学校生活の相談な

ど必要な支援を行います。 

 

                 

＊３ホストファミリー登録制度 外国からの交流児童生徒のホームステイ先として事前に登録をさせる制度 

 

 

 

 

  重点施策３  キャリア教育の推進 

  現状と課題 

 

    産業構造の変化や雇用の多様化が進む中で，子供たちが「人間力」を身に付け， 

様々な課題に柔軟に，かつ，たくましく対応し，社会人・職業人として自立でき 

ることが求められています。しかし，一方で若者の社会人としての基礎的資質や 

能力の低下や勤労観・職業観の未熟さ等による早期離職や，ニート・フリーター 

の増加が社会問題として指摘されています。 

こうした問題に対応するために，子供たちが学校での学習や諸活動に積極的に 

取り組むことを通して，人との関わりの中で自分の価値を見出し，社会での職業 

や勤労について理解し，働くことについてしっかりとした認識を持てるよう，家 

庭や地域・企業と連携して指導・助言し，また連携と協力により人材育成を進め 

る必要があります。 

 

 



 

 

 

 睦沢町教育振興基本計画 

15 |  

  基本目標 

施策指標 
指標の定義 

・選定理由 
目標値の根拠 

現状値 

(平成２７年度) 

目標値 

(平成３１年度) 

小学校の

職場見学，中

学校の職場

体験後の満

足度 

 児童生徒の意識調査に

より，職場見学・体験の満

足度の割合。 

 体系的・系統的な一貫性

のあるキャリア教育は，学

校の教育活動全体を通じ

て推進し，子供の社会的・

職業的自立に向けて必要

となる能力や態度を育成

することが必要であるこ

とからこの指標を設定し

た。 

児童生徒の勤労

観・職業観を高め地域

を支える人材育成の

ために行われた学習

であったかを示す数

値であることからこ

の指標を選定した。 

 

小学校 

１００％ 

 

中学校 

 ９３％ 

 

 

小学校 

１００％維持 

 

中学校 

１００％ 

 

 

  施策の方向性 

 ◇ 児童生徒の社会的自立に向けて，小学校段階からの教育活動全体を通じ，家庭や地

域・企業などと連携して組織的・系統的なキャリア教育を推進します。 

 ◇ 働くことについて関心や意欲が持てるように，学校・地域・企業等が一体となって，

実際の職場での見学や体験活動を推進します。 

 

  主な取組 

 ◇ 児童生徒が明確な目的意識を持って主体的に自己の進路を選択できる能力を身に付

けられるよう，発達段階に応じた組織的・系統的なキャリア教育を推進します。 

 ◇ 社会人・職業人として自立できるよう，地域や産業界（町商工会等）・公共機関と連

携・協力し，児童生徒の職業観・勤労観を育成します。（平成３０年度重点施策） 

 ◇ 中学生が主体的に適切な進路が選択できるよう，生徒と保護者から信頼される進路

（進学）指導を促進します。 

 ◇ 企業や施設などにおける職場体験やインターンシップ，就職相談を地域や産業界，

公共機関と一体となって実施します。 
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  重点施策４  一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 

  現状と課題 

 

    特別支援教育とは，障がいのある園児，児童生徒たちが自立し，社会参加する 

ために必要な力を身に付けることです。そして，子供一人一人の教育的ニーズを 

把握し，その可能性を最大限に伸ばし，障がいによる学習上・生活上の困難を改 

善または克服するために，適切な指導及び必要な支援を行うものです。このため， 

障がいのある幼児，児童生徒に対する相談・支援体制の充実や教職員の専門性の 

向上を図ることが重要です。また，外部人材をはじめとする地域の教育資源の活 

用や，障がいの特性に応じた柔軟で多様かつ連続性のある「多様な学びの場」を 

用意するなどの基礎的環境を整備し，合理的配慮（＊４）の提供に努めていくこと 

も重要です。 

 

  基本目標 

施策指標 
指標の定義 

・選定理由 
目標値の根拠 

現状値 

(平成２７年度) 

目標値 

(平成３１年度) 

管理職の

合理的配慮

を考慮した

支援体制づ

くりへの取

組状況 

合理的配慮を盛り込ん

だ個別の教育支援計画や

個別の指導計画に対しそ

の実現のために管理職が

いかに支援体制をつくり

上げたかを４段階評価で

示す。 

 合理的配慮を盛り込ん

だ個別の教育支援計画や

個別の指導計画を実施す

るには，校長のリーダーシ

ップが欠かせないことか

ら，この指標を選定した。 

『合理的配慮を考

慮した支援体制づく

り』に対し「ほぼ満足」

「概ね満足」と回答す

る管理職の自己評価

から判断できると考

え，この目標値を設定

した。 

 ４つの観点は以下

の通り 

「十分満足」「満足」

「やや不満足」「不満

足」 

   

１００％ 

 

１００％維持 

校内特別

支援委員会

が開催され

た回数 

校内特別支援委員会を

開催した年間での回数。 

 特別に支援を必要とす

る幼児・児童生徒の早期発

見・早期対応と共通理解共

通行動が必要であること

からこの指標を設定した。 

 教育は指導と評価

の連続である。特別な

教育的支援を必要と

する児童生徒への相

談・指導・支援体制は，

計画的・定期的な話し

合いを持ち支援に当

たることが求められ

ることから，２ヶ月に

１回以上の開催を想

定し目標値とした。 

 

各校 

２～４回以上 

 

 

各校 

６回以上 



 

 

 

 睦沢町教育振興基本計画 

17 |  

  施策の方向性 

 ◇ 共生社会を目指し，園，小・中学校，特別支援学校・関係機関と連携しながら「多

様な学びの場」の充実に取り組み，特別支援教育を推進します。 

 ◇ 特別な教育的支援を必要とする園児，児童生徒及び保護者への相談，指導・支援体

制を整えます。 

 ◇ 特別支援学級の適切な教育課程の編成と教育実践に努めるとともに，特別支援教育

に対する正しい理解と認識を深めます。教材教具，施設・設備の基礎的環境整備の

充実に努めます。 

 ◇ 障がいのある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育を充実します。 

 ◇ 障がいの有無にかかわらず，個々のニーズにあった支援を受けやすくするために，

個々の成長を記録できるサポートファイルの作成に取り組みます。 

  主な取組 

 ◇ 障がいのある児童生徒の一人一人に対する支援の「質」を一層充実させるため，校

長のリーダーシップの下，個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成・活用を

図ります。 

◇ こども園においても，支援を必要とする園児のニーズにあった支援体制づくりや，

福祉課・健康保険課，及び関係機関との連携を図り，個別相談などを行い，健やか

な発達を支援します。 

◇ 発達障がいの有無にかかわらず，校内および学級内の掲示物などで，より多くの児

童生徒が理解しやすいような学習環境を整えたり、授業の見直しや改善をしたりす

るなど，ユニバーサルデザインの視点にたった支援を積極的に取り入れます。 

 ◇ 通常学級において，学習面や生活面で特別に支援を必要とする児童生徒の支援を行

う「特別支援教育支援員」の計画的な配置を継続します。 

 ◇ 校内特別支援委員会の実質的機能の充実を図り，児童生徒個々の能力に応じた適切

な就学指導を推進します。 

 ◇ 特別支援教育研修会を開催し，園，小・中学校が連携して特別支援教育を推進し，

情報の共有化を図ります。 

                

＊４合理的配慮 障がい者の権利に関する条約における合理的配慮のこと◯教員，支援員等の確保◯施設設備の整備  

◯個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮が考えられる。  
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  重点施策５  幼児教育・保育の充実  

  現状と課題 

 

    幼児期は，人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期です。本町では，国の幼

保一体化構想を受けて，睦沢町幼保連携型認定こども園（＊５）教育・保育要領に基

づき，基本的生活習慣の形成を図るとともに，体験的な遊びや活動を重視していま

す。また，幼児が夢や希望を抱き，楽しく充実した園生活が送れるよう，特色ある

こども園づくりを目指していきます。また，地域の子育て支援の拠点として，積極

的に子育て支援を行います。 

 

  基本目標 

施策指標 
指標の定義 

・選定理由 
目標値の根拠 

現状値 

(平成２７年度) 

目標値 

(平成３１年度) 

「アプロ

ーチカリキ

ュラム」など

を活用し，保

育計画・指導

計画の工夫 

こども園・小学校の教員

に対するアンケート調査

において，幼児期の教育と

小学校教育の接続のため

に，「接続期のプログラム」

などを活用し保育計画や

指導計画を工夫している

と回答した園，学校の割

合。 

こども園と小学校との

接続を円滑にするために

は，こども園の教育と小学

校教育との接続を図る保

育計画などの工夫が必要

なことから，この指標を設

定した。 

 幼児期の教育と小

学校教育との円滑な

接続のために，こども

園・小学校において保

育計画や指導計画を

工夫することを目標

とした。 

１００％ １００％維持 

 

  施策の方向性 

 ◇ 睦沢こども園は，家庭・地域と連携・協力した経営を推進するとともに，保育教諭

や保育士に対する研修などを充実します。 

 ◇ 子供の発達や学びの連続性を視野に入れた幼児教育を充実するため，睦沢こども園

と小学校との円滑な接続を推進します。 

◇ 睦沢こども園を活用した子育て支援策の充実に取り組みます。 
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〔こども園での保育の様子〕 

〔こども園教職員の研修会〕 

 

  主な取組 

 ◇ 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の内容を踏まえつつ，家庭や地域と連携し

て「生きる力」「人間力」の育成の基礎を育む幼児教育を推進します。 

 ◇ 幼児理解を深めるとともに，幼児一人一人に対応した指導方法の工夫・改善を図る

ために保育教諭や保育士を対象とした研修会などを実施します。 

 ◇ 小学校への円滑な接続を図るため，保育教諭や保育士と小学校教員との相互交流や

合同研修会の開催，園児と児童の様々な交流活動を推進するとともに，「アプローチ

カリキュラム」「幼児期までの終わりに育ってほしい１０の姿」の活用を促進します。 

 ◇ 園児の増加に伴い，ゆとりある学びの環境を図るために，園舎の増築をします。 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

＊５幼保連携型認定こども園 幼稚園的機能と保育所的機能の両方を合わせて持つ単一の施設で小学校就学前の子供の

教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設 


